
○料金改定額早見表の見方

現在、使用している「口径」や「使用水量」について
は、２か月に一度の検針の際にお届けしている
①「使用水量のお知らせ」(以下、検針票)をご確認く
ださい。

検針票に記載されているA「口径」とB「使用水量」
で、②「早見表」をご確認いただき、「口径」と 「使用
水量」が交差する箇所が改定後の料金(２か月分)に
なります。

例：「口径２０mm」・「使用水量２０㎥」の場合
改定前料金 改定後料金 改定額
3,200円 →  3,900円 ＋７００円
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※実際の請求額は水道料金の
他に、 各市の下水道使用料
も含まれます。（習志野市を
除く）

水道料金(改定前)

※お客様専用WEBページ【マイポータル】をご利用のお客様は【マイポータル】から、
口径、使用水量及び水道料金をご確認ください。

※水道料金は2か月ごとの検針のため、2か月分のご請求となります。
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①使用水量のお知らせ

②早見表
例：口径20mm

使用水量20㎥


